
■
児
童
手
当
と
は

　

児
童
手
当
と
は
、
次
代
の
社
会
を
担
う

児
童
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る
た
め
、

児
童
を
養
育
す
る
父
母
な
ど
に
手
当
を
支

給
す
る
制
度
で
す
。

■
支
給
対
象

　

中
学
校
卒
業
ま
で
（
15
歳
の
誕
生
日
後

の
最
初
の
3
月
31
日
ま
で
）
の
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

請
求
者
は
、
父
母
の
う
ち
生
計
を
維
持

す
る
程
度
の
高
い
方
で
、
一
般
的
に
は
、

家
計
の
主
宰
者
（
所
得
が
高
い
方
の
方
）

と
な
り
ま
す
。

※
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
で
の
支
給
と
な

り
ま
す
。
詳
細
は
勤
務
先
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
児
童
が
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
場
合

に
は
、
施
設
等
へ
支
給
と
な
り
ま
す
。

※
対
象
と
な
る
児
童
が
留
学
の
た
め
に
海

外
に
住
ん
で
い
て
一
定
の
要
件
を
満
た
す

場
合
は
支
給
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
所
得
制
限
に
つ
い
て

　

児
童
手
当
に
は
、
所
得
制
限
限
度
額
が

設
定
さ
れ
て
お
り
、
請
求
者
の
所
得
が
所

得
制
限
限
度
額
以
上
の
場
合
に
は
、
手
当

額
が
児
童
の
年
齢
に
関
係
な
く
、
月
額
５
，

０
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

■
請
求
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・ 

請
求
者
（
保
護
者
）
の
健
康
被
保
険
者

証
の
コ
ピ
ー
（
た
だ
し
、
国
民
年
金
加

入
者
は
不
要
で
す
。）

・ 

通
帳
の
コ
ピ
ー
（
請
求
者
本
人
の
名
義

に
限
り
ま
す
。）

・ 

平
成
26
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ

た
方
は
、
平
成
26
年
度
の
児
童
手
当
用

所
得
証
明
書
（
配
偶
者
が
当
該
請
求
者

の
扶
養
親
族
と
な
っ
て
い
な
い
場
合
な

ど
、
配
偶
者
の
所
得
状
況
の
確
認
が
必

要
な
場
合
は
、
当
該
配
偶
者
に
つ
い
て

も
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書
を
提
出
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

・ 

児
童
と
別
居
し
て
い
る
請
求
者
の
方
は
、

監
護
・
生
計
同
一
申
立
書
と
児
童
の
世

帯
全
員
の
住
民
票
（
下
野
市
内
で
の
別

居
の
場
合
に
は
住
民
票
は
不
要
で
す
。）

・ 

そ
の
他
の
書
類
が
必
要
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

■
受
付
場
所

○
こ
ど
も
福
祉
課
（
石
橋
庁
舎
1
階
）

○ 

市
民
課
国
分
寺
窓
口
（
国
分
寺
庁
舎
1

階
）

○ 

市
民
課
南
河
内
窓
口
（
南
河
内
図
書
館

2
階
）

児童手当の手続きのお知らせ

児
童
手
当
の
手
続
き
の
お
知
ら
せ

■
問
い
合
わ
せ
先　

こ
ど
も
福
祉
課　

☎（
52
）１
１
１
４

お忘れ物のないように

■支給対象となる児童及び手当額

支給対象となる
児童の年齢

1人あたりの手当額（月額）

所得制限限度額内の方 所得制限限度額を
超過する方

３歳未満 １５，０００円

５，０００円

３歳以上から小学校終了前
（第１・２子） １０，０００円

３歳以上から小学校終了前
（第３子以降） １５，０００円

中学生 １０，０００円
※児童の数え方については、１８歳に達する日以後、最初の３月３１日までの間にある児童のうち、
　年長者から第１子、第２子・・・と数えます。

■所得制限限度額
扶養親族等の数 所得制限限度額

０人 ６２２万円
１人 ６６０万円
２人 ６９８万円
３人 ７３６万円
４人 ７７４万円
５人 ８１２万円

以下、扶養親族等の数が１人増える毎に３８万円を加算

Shimotsuke
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